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介護老人保健施設サービス利用案内 

（重要事項説明書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《介護老人保健施設サービス利用の案内にあたって》 

あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている介護老人保健施設リンク橿原

が行います介護老人保健施設サービス（以下｢施設サービス｣といいます。）について、 利

用される前に知っておいて頂きたい重要事項を説明いたします。 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 リンク橿原 
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介護保健施設サービスについて 

 

◇介護保険証の確認 

 説明を行うに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。なお、入所中はお預か

りいたします。 

◇ケアサービス 

 当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるか

という施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員

の協議によって作成されますが、その際、ご本人・連帯保証人の希望を十分に取り入れ、また、計画

内容については同意をいただくようになります。 

医療： 

  介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護職員が常

勤していますので、ご利用者の状態に照らし合わせて適切な医療・看護を行います。 

介護： 

  施設サービス計画に基づいて実施します。 

機能訓練： 

  原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテー

ション効果を期待したものです。 

◇生活サービス 

 当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って

運営しています。 

療養室： 

  個室、２人室、４人室 

   ※個室及び２人室の利用には、別途料金をいただきます。 

食事： 

  朝食 ８時～ 

  昼食 １２時～ 

  夕食 １７時３０分～ 

   ※食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

入浴： 

  週に最低２回。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

理美容： 

  月１回、理美容サービスを実施します。 

※理美容料金は別途料金をいただきます。 

◇記録 

・当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録をサービス提供

の日から５年間は保管します。 

 ・当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但

し、連帯保証人に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

◇秘密の保持及び個人情報の保護 

①当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は連帯保証人
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若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙「個人情報の利用目的」のとおり定め、適

切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として下記の内容につ

いては、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、当施設は、利用者及び連

帯保証人から、予め同意を得た上で情報提供を行うこととします。 

  ・介護保険サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等。 

・居宅介護支援事業所（地域包括支援センター[介護予防支援事業所]）等との連携。 

・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知。 

・利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等。 

・生命・身体の保護のため必要な場合。（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等。） 

・介護保険サービスの質の向上のための学会、研修会等での事例研究発表等。なお、この場合、利

用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ②上記①に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

◇他機関・施設との連携 

・利用中の治療については、当施設の医師が診察致しますので、医師の指示無く病院等の医療機関で

の受診（投薬を含む）はできません。 

・当施設では、病院・診療所や歯科診療所に協力をいただいていますので、利用者の状態が急変し 

た場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・当施設の医師の指示により受診された場合は、介護老人保健施設入所中において健康保険の適応と

なるもの（初診料・再診料・画像診断料等）以外は、施設が負担します。 

・当施設での対応が困難な状態や、専門的な対応が必要になった場合には、責任を持って他の機関を

紹介しますので、ご安心ください。 

◇事故発生時の対応 

  当施設では、入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、 

入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていきます。 

◇緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

◇要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くださ

い。要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、備えつ

けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

≪当事業所の苦情相談窓口≫ 

 ・窓口：介護老人保健施設リンク橿原 支援相談員 

    担当：三砂 穣   宮下 喜代美 

    TEL 0744－21－3737    FAX 0744－21－3733 

受付時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分 

≪介護保険の苦情や相談に関しては、他に下記の窓口があります。≫ 

・橿原市役所 介護保険担当窓口 

TEL 0744－22－4001  受付時間 午前 9 時～午後 5 時 

   ・奈良県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情処理窓口 

    TEL 0744－29－8326 
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介護老人保健施設リンク橿原のご案内 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名     介護老人保健施設 リンク橿原 

   ・開設年月日   平成 11 年 11 月 15 日 

   ・所在地     奈良県橿原市雲梯町 28 番地 

   ・電話番号    0744－21－3737  ・ファックス番号   0744－21－3733 

   ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（ 2951280201 号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生

活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援す

ること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護

（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーショ

ン）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援する為に療養環境の調整や退所時の相談を目

的とした施設です。  

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用下さい。 

   ［介護老人保健施設リンク橿原の運営方針］ 

    ご利用いただく方の自立支援と家庭復帰を目標に、日々誠実なリハビリテーション、医療、

看護、介護サービスの提供に努めます。 

    ・利用者の視点に立った安心、安全、快適な日常生活を支援します。 

    ・個々人の尊厳を守り、その人らしい活力ある生活支援に努めます。 

    ・地域社会との連携、協調、ネットワーク化を図り、住み良い、明るく元気な地域社会環境

づくりに努めます。 

 

（３）施設の職員体制 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元

的に行います。 

2 従業者に、法令等において規定されている遵守すべき事項にお

いて指揮命令を行います。 

１名 

 

医師 入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行います。 １名 

介護支援専門員 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。  
１名 

支援相談員と兼務 

支援相談員 
入所者の入退所、生活相談及び援助の計画立案、実施に関する業務

を行います。 
１名 

看護職員 医師の診療補助及び医師の指示を受けて入所者の看護、施設の保 入所 ８名 
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健衛生業務を行います。 通所 ２名 

介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 
入所 ２２名 

通所 １６名 

理学療法士等 
リハビリテーションプログラムを作成し、運動療法、日常生活活動

訓練、物理的療法等の訓練を実施するほか療養指導を行います。 
５名 

管理栄養士 利用者の特性をふまえた献立作成、栄養相談などを行います ２名 

薬剤師 医師の指示に基づき、調剤、薬剤管理及び服薬指導を行います。 １名 

その他職員 事務等、その他業務を行います。 ４名 

 

（４）入所定員等    ・定員  ８０名 

  ・療養室    個室―４室 ．２人室―２室 ．４人室―１８室 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂でお取りいただきます。） 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には機械浴槽で対応します。利用者の身体の状

態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 利用者が選定する特別な食事提供 

⑨ 栄養管理 

⑩ 口腔衛生の管理 

⑪ 理美容サービス 

⑫ 行政手続代行 

⑬ その他 

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあ

りますので、具体的にご相談ください。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

 ① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なりま

す。以下は１日あたりの自己負担分です） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

多床室 ７９３円 ８４３円 ９０８円 ９６１円 １,０１２円 

従来型個室 ７１７円 ７６３円 ８２８円 ８８３円 ９３２円 

※外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記料金に代えて３６２円となります（月６日限度）。 

※外泊時に在宅サービスを利用する場合は上記料金に代えて８００円となります（月６日限度）。 

② 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合      所定単位数の９７％を算定 



6 

③ 入所者の数が入所定員を超える場合            所定単位数の７０％を算定 

④ 医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数が 

  基準に満たない場合                   所定単位数の７０％を算定 

⑤ 身体拘束廃止未実施減算                 所定単位数の１０％を減算 

⑥ 安全管理体制未実施減算                   １日につき５単位減算 

⑦ 高齢者虐待防止措置未実施減算             所定単位数の１．０％を減算 

⑧ 業務継続計画未策定減算                所定単位数の３．０％を減算 

※令和 7 年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

⑨ 栄養管理の基準を満たさない場合              １日につき１４単位減算 

※上記①～⑨までの料金は、地域区分による１単位当たりの単価の見直しにより、１円を１．０１４円

で再計算した金額を請求させて頂きます。 

⑩ 食費(１食あたり) 

朝食 昼食 夕食 

４８０円／食 ７８０円／食 ７４０円／食 

※但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には以下のとおり、認定証に記載されている

食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

３００円／日 ３９０円／日 ６５０円／日 １,３６０円／日 ２，０００円／日 

⑪ 居住費（１日当たり） 

令和６年７月３１日まで 

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

多床室 ０円／日 ３７０円／日 ３７０円／日 ５２４円／日 

従来型個室 ４９０円／日 ４９０円／日 １,３１０円／日 １,７１６円／日 

令和６年８月１日から 

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

多床室 ０円／日 ４３０円／日 ４３０円／日 ５２４円／日 

従来型個室 ５５０円／日 ５５０円／日 １,３７０円／日 １,７２８円／日 

※但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている居住費の負担

限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。 

⑫ おやつ代（１食当たり）                          ２０９円 

⑬ 日用品費（１日当たり）                         ２５３円 

⑭ 教養娯楽費（１日当たり）                        ２０９円 

 

（２）加算料金 

① 夜勤職員配置加算（１日につき）                       ２４円 

② 短期集中リハ実施加算（Ⅰ）（入所後３ヶ月）（１日につき）                ２５８円 

  短期集中リハ実施加算（Ⅱ）（入所後３ヶ月）（１日につき）                ２００円 

③ 認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）（入所後３ヶ月週 3 日を限度）（１日につき）２４０円 

  認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）（入所後３ヶ月週 3 日を限度）（１日につき）１２０円 

④ 認知症ケア加算（１日につき）                              ７６円 
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⑤ 若年性認知症利用者受入加算（１日につき）                        １２０円 

⑥ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）（１日につき）                    ５１円 

   在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）（１日につき）                    ５１円 

⑦ ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（１）：死亡日以前 31 日～45 日まで（１日につき）               ７２円 

   ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（２）：死亡日以前 4 日～30 日まで（１日につき）               １６０円 

   ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（３）：死亡前日・前々日（１日につき）                        ９１０円 

   ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（４）：死亡日（１日につき）                           １，９００円 

⑧ 初期加算（１）（入所後３０日間に限り）（１日につき）                    ６０円 

   初期加算（２）（入所後３０日間に限り）（１日につき）                    ３０円 

⑨ 退所時栄養情報連携加算（１回限り）                            ７０円 

⑩ 再入所時栄養連携加算（１人につき１回限り）               ２００円 

⑪ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（１回限り）                  ４５０円 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）（１回限り）                  ４８０円 

⑫ 試行的退所時指導加算（１回限り）                    ４００円 

⑬ 退所時情報提供加算（Ⅰ）（１回限り）                     ５００円 

退所時情報提供加算（Ⅱ）（１回限り）                   ２５０円 

⑭ 入退所前連携加算（Ⅰ）（１回限り）                     ６００円 

   入退所前連携加算（Ⅱ）（１回限り）                     ４００円 

⑮ 訪問看護指示加算（１回限り）                           ３００円 

⑯ 協力医療機関連携加算（１）（令和７年３月３１日まで）（１月につき）    １００円 

協力医療機関連携加算（１）（令和７年４月１日から）（１月につき）      ５０円 

協力医療機関連携加算（２）（令和７年４月１日から）（１月につき）       ５円 

⑰ 栄養マネジメント強化加算（１日につき）                   １１円 

⑱ 経口移行加算（１８０日以内）（１日につき）                          ２８円 

⑲ 経口維持加算（Ⅰ）（１月につき）                                ４００円 

 経口維持加算（Ⅱ）（１月につき）                               １００円 

⑳ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）（１月につき）                                ９０円 

   口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１月につき）                             １１０円 

㉑ 療養食加算（１食につき）                                  ６円 

㉒ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ（１回限り）                    １４０円 

    かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ（１回限り）                    ７０円 

   かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）（１回限り）                     ２４０円 

   かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）（１回限り）                     １００円 

㉓ 緊急時治療管理（１月に１回３日を限度）（１日につき）            ５１８円 

㉔ 所定疾患施設療養費（Ⅰ）（１月に１回７日を限度）（１日につき）         ２３９円 

 所定疾患施設療養費（Ⅱ）（１月に１回１０日を限度）（１日につき）        ４８０円 

㉕ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）（１日につき）                           ３円 

   認知症専門ケア加算（Ⅱ）（１日につき）                           ４円 

㉖ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）（１月につき）                      １５０円 

  認知症チームケア推進加算（Ⅱ）（１月につき）                      １２０円 

㉗ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を限度）(１日につき)        ２００円 
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㉘ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算（Ⅰ）（１月につき）                   ５３円 

  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算（Ⅱ）（１月につき）                   ３３円 

㉙ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（１月につき）                          ３円 

   褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（１月につき）                         １３円 

㉚ 排せつ支援加算（Ⅰ）（１月につき）                            １０円 

   排せつ支援加算（Ⅱ）（１月につき）                            １５円 

   排せつ支援加算（Ⅲ）（１月につき）                            ２０円 

㉛ 自立支援促進加算（１月につき）                            ３００円 

㉜ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（１月につき）                         ４０円 

 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（１月につき）                        ６０円 

㉝ 安全対策体制加算（入所中１回）                             ２０円 

㉞ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（１月につき）                     １０円 

  高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）（１月につき）                             ５円 

 ㉟ 新興感染症等施設療養費（１月に１回５日を限度）（１日につき）       ２４０円 

 ㊱ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（１月につき）                       １００円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（１月につき）                                 １０円 

㊲－1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき）               ２２円 

㊲－2 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１日につき）                        １８円 

㊲－3 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１日につき）                         ６円 

※施設のサービス提供体制により㊲－1、㊲－2、㊲－3 の何れか 1 つを算定します。 

㊳－1 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）             所定単位数の３．９％を加算 

㊳－2 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）             所定単位数の２．９％を加算 

㊳－3 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）             所定単位数の１．６％を加算 

㊴－1 介護所職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）         所定単位数の２．１％を加算 

㊴－2 介護所職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）         所定単位数の１．７％を加算 

㊵ 介護職員等ベースアップ等支援加算           所定単位数の０．８％を加算 

※㊴の所定単位数は㊳の介護職員処遇改善加算の算定を除く。 

※㊵の所定単位数は㊴の介護所職員等特定処遇改善加算の算定を除く。 

※施設のサービス提供体制により㊳－１、㊳－２、㊳－３、及び、㊴－１、㊴－２の何れか 1 つを算

定します。 

※㊳の介護職員処遇改善加算、㊴の介護職員等特定処遇改善加算、㊵の介護職員等ベースアップ等支

援加算については、令和６年５月３１日まで算定します。 

㊶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）             所定単位数の７．５％を加算 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）             所定単位数の７．１％を加算 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）             所定単位数の５．４％を加算 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）             所定単位数の４．４％を加算 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）～（１４）     

※㊶の介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、現行の３加算の取得状況に基づく加算率で、令和

7 年 3 月 31 日まで算定します。 

※上記①～㊶までの料金は、地域区分による１単位当たりの単価の見直しにより、１円を１．０１４円

で再計算した金額を請求させて頂きます。 
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（３）その他の料金 

① 特別室利用料金（１日当たり） 

 ・個室                       ２，２００円 

 ・２人部屋                     １，１００円 

② 理美容代                         実費 

③ リース料                         実費 

④ 私物洗濯                         実費 

⑤ 電気使用料（電気器具１台につき１日）          ５３円 

⑥ 文書料（一通につき） 

 ・簡単な文書                    １，０００円 

 ・複雑な文書                    ５，０００円 

 

（４）支払い方法 

 ・ご利用料金は月末締めとしております。前月利用料金の合計請求書を毎月１０日に発行しますので

月末までにお支払ください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

 ・お支払い方法は、現金で窓口にてお支払いください。 

 

４．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関にご協力いただいています。 

・協力医療機関（五十音順） 

     ・名称 土庫病院    ・住所 大和高田市日之出町１２-３ 

・名称 平尾病院    ・住所 橿原市兵部町６－２８ 

     ・名称 平成記念病院  ・住所 橿原市四条町８２７番 

・協力歯科医療機関（五十音順） 

     ・名称 せいじ歯科   ・住所 橿原市西池尻町３４０-３ 

・名称 吉田歯科    ・住所 橿原市東坊城町５２６ 

 

５．施設利用に当たっての留意事項 

・施設利用中の食事は特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食

費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響

を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせ

ませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・面  会  ○午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分の間にお願いします。 

        （土日・祝日も同様です。） 

         ○時間外で面会を希望されます方は電話連絡をお願いします。 

・外出 外泊  ○服薬、食事の都合上、事前に（最低食事２時間前まで）、規定の用紙に記入して事

務所へ提出してください。 

・喫  煙  ○施設内は禁煙です。 

・設備・備品の利用 

○職員に申し出てください。 
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 ・所持品・備品等の持ち込み 

○所持品には全てに名前をご記入下さい。電気製品に関しましては職員にお申し出

ください。 

 ・金銭・貴重品の管理 

        ○紛失も考えられますので、貴重品・現金の持ちこみはご遠慮ください。 

 ・外泊時等の施設外での受診 

        ○当施設の主治医よりの紹介状が必要です。 

 ・ペットの持ち込み ○お断りしています。 

 ・洗濯    ○ご家族でお願いします。 

 ・他利用者への迷惑行為は禁止します 

 

６．非常災害対策 

消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、

又消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行っています。 

① 防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には部署の代表者を当てます。 

② 始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

③ 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が立ち会いま

す。 

④ 非常災害設備には常に有効に保持するように努めます。 

⑤ 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防団を

編成し、任務の遂行にあたります。 

⑥ 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

   ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）      年１回以上 

   ・利用者を含めた総合訓練               年１回以上 

   ・非常災害用設備の使用方法の徹底           随時 

⑦ その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

 

７．虐待の防止について  

当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。  

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 施設長 宮原 亜希 

 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

（４）虐待防止を啓発・普及するための職員研修を実施しています。 

（５）職員が業務にあたっての悩みや苦労等を相談できる体制及び利用者等の権利擁護に取り組める

環境の整備に努めます。 
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８． 業務継続計画の策定等について  

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護老人保健のサービスの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当

該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。  

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。  

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

９．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動は禁止します。 

 

１０．職員への次のようなハラスメントは固くお断りします。ハラスメント等により、サービスの中断

や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いします。 

ア）身体的暴力・・・身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

  例：コップを投げつける。たたく。唾を吐く。 

イ）精神的暴力・・・個人の尊厳や人格を態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

例：怒鳴る。威圧的な態度で文句を言い続ける。理不尽なサービスを要求する。 

ウ）セクシャルハラスメント・・・意に沿わない性的誘い掛け、好意的な態度の要求等、性的嫌がらせ

行為 

  例：必要もなく手や腕をさわる。抱きしめる。卑猥な言動を繰り返す。 

 

１１．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 

 

１２．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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個人情報の利用目的 

 

 社会福祉法人聖寿会 介護老人保健施設リンク橿原では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理

念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔介護老人保健施設内部等での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務のうち 

一入退所等の管理 

一会計・経理 

一事故等の報告 

一当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

      一利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等と

の連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

      一他の医療機関、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーションとの連携 

      一他の医療機関等からの照会への回答 

      一利用者の診療等に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合 

      一検体検査業務の委託その他の業務委託 

      一事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者へのその結果通知 

      一家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

      一保険事務の委託 

      一審査支払機関へのレセプトの提出 

      一審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設内部と広報に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理業務のうち 

      一医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

      一当施設において行なわれる学生の実習への協力 

      一当施設において行なわれる事例研究 

      一行事、レクリエーション、記念日等での利用者の写真を施設内に掲示、広報誌への掲載、

施設ホームページへの掲載 

 〔他の事業所への情報提供に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理運営業務のうち 

      一外部監査機関への情報提供 

※上記のうち、同意できない事項がある場合には、その旨お申し出ください。お申し出が無ければ、同

意していただけたものとして取り扱わせていただきます。お申し出は、後からいつでも撤回、変更等を

することが可能です。 
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入所利用同意書附則 

 

 本書は利用者が当施設を利用するにあたり、以下の文章に同意した上で利用することを目的として

います。 

 

 

 この度は社会福祉法人 聖寿会 介護老人保健施設リンク橿原をご利用いただき、誠に有難う御座

います。 

介護老人保健施設は、利用者一人一人に対してリハビリを通じて家庭に戻って頂きたいとの目的の

為に運営されている施設です。医師、看護師、介護職員、リハビリ職員、相談員、栄養士、事務職員

等が利用者の皆様に対し、満足して頂きたい思いで業務を行っています。 

当施設は、基準以上の職員配置と充実した設備で施設職員が、食事、入浴、リハビリなど一日の利

用者の皆様の生活を出来る限りお手伝いさせて頂いておりますが、自立支援の目的の為、利用者様ご

本人を過剰に介護いたしません。時には利用者様ご本人の不注意による事故も起きる可能性もありま

す。また、リハビリによる事故等も考えられます。 

施設職員は、そのようなことがおきないように日々業務を行っていますが、不慮の事故が起こる可

能性もあることについて、ご理解をお願いいたします。 

 施設に対する苦情等はご遠慮なく、施設支援相談員にお申し出下さい。支援相談員が誠実に対応さ

せて頂きます。 

 何卒ご理解の上、同意願います。 
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当事業所は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設リンク橿原のサービス内容及び重要事項

を説明致しました。 

 

年    月    日 

社会福祉法人聖寿会  

介護老人保健施設リンク橿原  

施設長 宮原 亜希 

説明者  職名 

    氏名 

 

介護老人保健施設リンク橿原利用及びサービス提供に伴う 

利用者負担にかかる重要事項説明同意書 

 

 介護老人保健施設リンク橿原を利用するにあたり、介護老人保健施設サービス利用案内（重要事項説

明書）を受領し、これらの内容に関して担当者による説明を受け、十分理解した上で同意し、また、施

設サービスを利用するに際して、施設の定める料金を支払うことに同意します。  

 

 

年    月    日 

 

                  ＜利用者＞ 

                   氏 名                 印 

住 所 

 

 

                  ＜連帯保証人＞ 

                   氏 名                 印 

住 所 

 

 


